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口
座
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す
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「
休
眠
口
座
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

金
融
は
医
療
や
教
育
と
共
に
「
制
度
資
本
」
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
大
気
・
土
壌
等
の
「
自
然
環
境
」
、
交
通
機
関
・
情
報
基

盤
等
の
「
社
会
基
盤
」
と
並
ん
で
、
「
社
会
的
共
通
資
本
」
を
構
成
し
て
い
る
。
が
、
こ
の
制
度
資
本
を
担
う
日
本
の
金
融
機

関
の
大
半
は
、
「
休
眠
口
座
」
預
金
を
自
ら
の
収
益
と
し
て
会
計
処
理
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
処
置
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た

行
為
で
は
な
い
。

私
は
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
七
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
於
け
る
代
表
質
問
か
ら
今
年
二
月
二
八
日
の
予
算
委
員
会
に
至
る
ま

で
本
会
議
、
予
算
委
員
会
で
計
七
回
、
社
会
的
共
通
資
本
と
し
て
の
「
休
眠
口
座
」
預
金
の
公
的
な
活
用
を
、
イ
ギ
リ
ス
に

倣
っ
て
実
現
す
べ
き
と
提
言
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
中
、
国
民
の
間
で
も
、
金
融
機
関
の
�
不
労
所
得
�
と
な
っ
て
い
る
現
状
へ
の
疑
問
の
声
が
高
ま
り
、
古
川
元

久
・
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
も
二
月
一
七
日
、
二
月
二
八
日
両
日
の
予
算
委
員
会
で
、
「
こ
の
休
眠
預
金
と
い
う
の
は
、
言
っ

て
み
れ
ば
余
り
活
用
さ
れ
て
い
な
い
、
そ
う
い
う
資
金
の
ひ
と
つ
だ
」
、
「
成
長
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
推
進
会
議
の
も
と
に
大
臣
政

務
官
級
の
実
行
会
議
を
設
置
し
て
、
具
体
的
な
検
討
を
進
め
て
い
く
」
と
答
弁
す
る
に
至
っ
た
。

金
融
機
関
の
収
益
と
し
て
会
計
処
理
さ
れ
て
い
る
「
休
眠
口
座
」
預
金
の
扱
い
に
関
し
、
公
的
な
活
用
を
求
め
る
輿
論
は
着

一



実
に
高
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
応
え
る
上
で
も
公
的
な
第
三
者
機
関
に
よ
る
一
元
管
理
の
可
及
的
速
や
か
な
る
体
制
整
備
が
不

可
欠
で
あ
る
。

こ
の
観
点
に
立
ち
政
府
に
対
し
、
以
下
に
質
問
す
る
。

一

「
休
眠
（
睡
眠
）
口
座
」
の
現
状

「
休
眠
口
座
」
の
扱
い
に
関
し
て
は
、
一
般
社
団
法
人
・
全
国
銀
行
協
会
に
「
睡
眠
預
金
に
つ
い
て
は
利
益
金
と
し
て
計

上
す
る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
」
旨
の
内
規
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
が
あ
り
、
金
融
業
界
全
体
が
こ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。

�

こ
の
事
実
を
把
握
し
て
い
る
か
。

�

把
握
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
何
時
知
っ
た
か
。

�

こ
の
事
実
を
ど
う
考
え
る
か
。

金
融
業
界
か
ら
は
概
ね
以
下
の
よ
う
な
説
明
・
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

▼
「
確
か
に
、
金
融
機
関
に
お
い
て
は
一
定
期
間
払
い
戻
し
の
な
い
預
貯
金
を
利
益
計
上
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
あ
く

ま
で
も
会
計
上
・
税
務
上
の
要
請
に
も
と
づ
く
適
切
な
決
算
処
理
の
た
め
で
あ
り
・
・
」＝

全
国
銀
行
協
会
な
ど
業
界
七

団
体
が
平
成
二
三
年
五
月
三
〇
日
付
で
内
閣
府
の
政
策
統
括
官
付
参
事
官
宛
て
に
提
出
し
た
「
『
新
し
い
公
共
』
に
よ
る

二



被
災
者
支
援
活
動
等
に
関
す
る
制
度
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
に
対
す
る
意
見
、
と
題
す
る
文
書＝

▼
「
こ
う
い
う
制
度
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
は
業
界
内
部
に
あ
る
」
、
「
税
金
の
と
き
に
そ
れ
を
や
ら
な
い

と
重
加
算
税
を
課
す
と
か
、
そ
う
い
う
指
導
が
あ
っ
た
の
で
や
っ
た
」
、
「
一
〇
年
よ
り
も
っ
と
前
か
ら
や
っ
て
い

る
」＝

「
成
長
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
推
進
会
議
」
翌
日
（
二
月
一
六
日
）
に
行
わ
れ
た
記
者
会
見
で
の
全
国
銀
行
協
会
・
永
易

克
典
会
長
（
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
代
表
取
締
役
頭
取
）
発
言＝

上
記
を
踏
ま
え
以
下
に
関
し
、
具
体
的
回
答
を
求
め
る
。

�

金
融
業
界
や
永
易
会
長
の
発
言
は
正
し
い
か
。

�

「
休
眠
預
金
」
の
扱
い
に
関
し
、
税
務
当
局
が
銀
行
協
会
に
対
し
何
ら
か
の
要
請
、
指
導
を
し
た
事
実
が
あ
る
の
か
。

�

あ
る
と
す
れ
ば
何
時
、
ど
の
よ
う
な
形
で
、
ど
の
よ
う
な
内
容
か
。
関
係
文
書
に
基
づ
き
回
答
さ
れ
た
い
。

�

指
導
の
根
拠
は
何
か
。

�

「
休
眠
預
金
」
の
利
益
計
上
は
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
。

�

こ
の
間
、
利
益
計
上
さ
れ
た
「
休
眠
預
金
」
の
総
額
お
よ
び
こ
れ
に
伴
い
納
付
さ
れ
た
税
額
を
全
国
銀
行
協
会
、
全
国

地
方
銀
行
協
会
、
信
託
協
会
、
第
二
地
方
銀
行
協
会
、
全
国
信
用
金
庫
協
会
、
全
国
信
用
組
合
中
央
協
会
、
農
林
中
央
金

三



庫
、
労
働
金
庫
、
Ｊ
Ａ
（
農
協
）
バ
ン
ク
、
Ｊ
Ｆ
（
漁
協
）
マ
リ
ン
バ
ン
ク
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
単
年
度
ご
と
に
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
、
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
、
三
井
住
友
フ
ィ
ナ

ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
、
り
そ
な
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
、
三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
に
関
し
て
も
、
傘
下

の
金
融
機
関
に
関
し
個
別
に
数
字
の
開
示
を
求
め
る
。

１０

仮
に
監
督
官
庁
が
把
握
し
て
い
な
い
年
度
の
「
休
眠
預
金
」
の
金
額
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
事
由
に
よ

る
か
。

二

郵
便
貯
金
に
つ
い
て

旧
郵
便
貯
金
法
二
十
九
条
で
、
満
期
日
か
ら
一
〇
年
間
放
置
さ
れ
た
定
額
郵
便
貯
金
は
「
睡
眠
」
状
態
に
移
行
し
、
さ
ら

に
一
〇
年
間
放
置
、
即
ち
二
〇
年
間
を
経
過
し
て
催
告
を
し
た
後
二
ヶ
月
経
っ
て
も
払
戻
請
求
が
な
い
場
合
に
は
、
預
金
者

の
権
利
は
消
失
し
、
国
庫
に
納
付
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
民
営
化
」
後
も
、
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
法
二
十
五
条
の
規
定
で
、
同
様
に
国
庫
に
納
付
さ
れ
て
い

る
。
以
下
に
関
し
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

同
じ
金
融
機
関
で
あ
り
な
が
ら
、
銀
行
等
と
扱
い
が
異
な
る
の
は
整
合
性
を
欠
く
と
考
え
る
が
、
異
な
る
扱
い
に
な
っ

四



た
理
由
は
何
か
。

�

扱
い
が
異
な
る
現
状
を
ど
う
見
る
か
。

�

「
睡
眠
」
状
態
へ
の
移
行
時
、
あ
る
い
は
権
利
消
滅
時
に
、
文
書
で
払
い
戻
し
手
続
き
を
呼
び
掛
け
て
い
る
と
い
う

が
、
各
年
の
呼
び
か
け
数
と
こ
れ
に
対
す
る
回
答
数
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

�

回
答
が
あ
っ
た
ケ
ー
ス
の
う
ち
本
人
確
認
が
取
れ
ず
払
い
戻
し
に
応
じ
な
か
っ
た
数
。

�

国
庫
に
入
っ
た
定
額
貯
金
の
口
座
数
と
額
（
単
年
度
ご
と
に
）
。

�

国
庫
に
入
っ
た
金
の
使
途
。

�

民
営
化
後
、
定
額
以
外
の
郵
便
貯
金
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
将
来
、
休
眠
口
座
が
発
生
し
、
預

金
者
が
払
い
戻
し
を
求
め
た
場
合
、
ど
う
対
応
す
る
か
。

�

�
に
関
し
、
そ
の
具
体
的
規
定
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

三

口
座
の
現
状

先
の
全
国
銀
行
協
会
長
の
会
見
で
、
わ
が
国
の
金
融
機
関
に
あ
る
口
座
は
外
国
に
比
べ
異
常
に
多
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま

た
二
〇
〇
三
年
に
禁
止
さ
れ
る
ま
で
「
仮
名
口
座
」
も
認
め
ら
れ
て
い
た
の
は
報
道
等
で
も
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

五



る
。
以
下
に
関
し
、
説
明
を
求
め
る
。

�

国
内
の
金
融
機
関
に
設
け
ら
れ
て
い
る
口
座
数
は
全
体
で
い
く
ら
か
。

�

何
故
こ
の
よ
う
に
膨
大
な
数
字
に
な
っ
た
と
考
え
る
か
。

�

「
仮
名
口
座
」
は
外
国
で
も
、
取
り
分
け
「
先
進
国
」
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

�

わ
が
国
で
「
仮
名
口
座
」
が
認
め
ら
れ
た
理
由
は
な
に
か
。

�

「
仮
名
口
座
」
は
全
体
の
口
座
数
の
う
ち
、
ど
の
程
度
を
占
め
る
と
見
る
か
。

四

休
眠
口
座
の
管
理

先
の
全
国
銀
行
協
会
長
の
会
見
で
も
、
各
金
融
機
関
は
「
休
眠
口
座
」
移
行
に
際
し
預
金
者
に
連
絡
す
る
ほ
か
、
移
行
後

も
払
い
戻
し
に
備
え
大
き
な
負
担
を
払
っ
て
口
座
を
維
持
管
理
し
て
い
る
と
い
う
。
以
下
、
各
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
休
眠
口
座
」
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
何
時
か
。

�

「
休
眠
口
座
」
に
移
行
し
た
年
度
ご
と
の
口
座
数
。

�

連
絡
通
知
発
送
数
と
利
用
者
か
ら
の
回
答
数
。

�

回
答
が
あ
っ
た
も
の
の
本
人
確
認
に
至
ら
ず
払
い
戻
し
に
応
じ
な
か
っ
た
口
座
数
。

六



�

口
座
を
維
持
管
理
す
る
上
で
必
要
な
費
目
は
何
か
。

�

維
持
管
理
に
関
す
る
費
用
を
費
目
、
年
度
ご
と
に
示
さ
れ
た
い
。

�

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
、
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
、
三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ

ル
ー
プ
、
り
そ
な
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
、
三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
に
関
し
て
は
傘
下
の
金
融
機
関
毎

に
、
現
在
管
理
し
て
い
る
休
眠
口
座
数
と
こ
れ
に
要
す
る
単
年
度
ご
と
の
費
用
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

世
界
の
動
き

外
国
で
は
「
休
眠
口
座
」
を
銀
行
か
ら
切
り
離
し
、
国
や
公
的
団
体
が
預
金
を
公
益
の
た
め
に
活
用
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え

て
い
る
。

�

こ
う
し
た
流
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
。

�

わ
が
国
が
同
様
の
選
択
を
す
る
場
合
、
特
段
の
問
題
点
が
あ
る
か
。

�

問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
た
い
。

六

そ
の
他

�

仮
に
公
的
な
第
三
者
機
関
で
「
休
眠
口
座
」
を
一
元
管
理
す
る
場
合
、
毎
年
、
新
た
に
「
休
眠
口
座
」
に
移
行
す
る
口

七



座
を
第
三
者
機
関
に
移
す
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
見
解
を
問
う
。

�

郵
便
貯
金
関
係
と
一
般
銀
行
、
さ
ら
に
一
般
銀
行
の
中
で
も
二
年
以
上
、
取
引
の
な
い
口
座
を
「
休
眠
口
座
」
と
し
て

管
理
手
数
料
を
取
る
り
そ
な
銀
行
な
ど
金
融
機
関
の
対
応
に
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
。

�

こ
の
点
に
関
し
、
監
督
官
庁
か
ら
文
書
に
よ
る
何
ら
か
の
指
導
、
通
達
は
行
っ
て
い
る
の
か
。

�

一
般
社
団
法
人
の
全
国
銀
行
協
会
が
内
規
で
規
定
し
た
前
述
の
「
休
眠
口
座
」
預
金
に
関
す
る
取
り
扱
い
を
、
他
の
金

融
機
関
は
具
体
的
規
定
も
設
け
ぬ
ま
ま
、
追
従
し
て
い
た
点
に
関
し
、
現
在
の
監
督
官
庁
た
る
金
融
庁
、
農
林
水
産
省
、

及
び
そ
れ
以
前
の
監
督
官
庁
は
そ
れ
ぞ
れ
、
如
何
な
る
認
識
に
立
っ
て
い
た
か
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

八


